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株 主 各 位

熊 本 県 山 鹿 市 鍋 田 178 番 地 １

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
代表取締役社長 瀬 口 力

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第22期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご

通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否

をご表示いただき、2019年９月25日（水曜日）午後６時30分までに到着するようご返送ください

ますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 2019年９月26日（木曜日）午後１時30分

２. 場 所 熊本市中央区東阿弥陀寺町２番地

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ２階 平安の間

３. 目的事項

報告事項 第22期（2018年７月１日から2019年６月30日まで）事業報告及び計算書類報

告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役７名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.libwork.co.jp/）に掲載させてい
ただきます。
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(提供書面)

事 業 報 告

（2018年７月１日から
2019年６月30日まで）

Ⅰ．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、通商問題の動向が世界経済に与える影響、海外経済の

動向と政策に関する不確実性などに留意する必要があったものの、雇用・所得環境の改善が

続き、緩やかな景気回復が続いています。

　住宅業界におきましては、住宅ローンの低金利は継続しており、持家はやや持ち直してき

ております。国土交通省発表の2018年７月から2019年６月までの新設着工数（全国の持家）

では、294,608戸（前年比5.1％増）となりました。同様に当社の主要販売エリアとなる熊本

県については、7,167戸（前年比8.6％減）となりました。

　このような環境の中、土地ポータルサイト「e土地net」のアプリ版を開発及びリリースい

たしました。また大分エリア進出に伴い「e土地net」大分版をリリースし、Web集客の拡大

を図りました。加えて2018年11月に熊本県荒尾市の総合住宅展示場へ出店し、熊本県下にお

いて総合住宅展示場への出店は３店舗目となりました。

　また、仕入れ価格と外注費の見直し、販売価格の調整を行うことで売上総利益率の改善に

成功しました。さらに工程管理の効率化と生産性の向上が進み、2019年6月は単月で過去最

高の引き渡し棟数を達成することができました。

　多様化が進む昨今、住環境においても構造や性能といったハード面だけではなく、「ライ

フスタイル」等のソフト面が求められている背景を受け、「自分らしい暮らし方」を提案す

べく、2019年６月にはタレントのスザンヌさんと新商品の共同開発を開始しました。

この結果、当事業年度におきましては、売上高は6,597,223千円（前期比29.2％増）、営業

利益532,407千円（前期比59.0％増）、経常利益573,754千円（前期比54.5％増）、当期純利益

391,248千円（前期比53.5％増）となりました。
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事業別売上高

事 業 区 分

第21期
(2018年６月期)

第22期
(2019年６月期)

前期比増減

金 額
(千円)

構 成 比
(％)

金 額
(千円)

構 成 比
(％)

金 額
(千円)

増 減 率
(％)

建 築 請 負 事 業 4,639,655 90.9 5,573,598 84.5 933,943 20.1

不動産販売事業 345,366 6.8 862,181 13.1 516,814 149.6

そ の 他 119,850 2.3 161,443 2.4 41,593 34.7

合 計 5,104,871 100.0 6,597,223 100.0 1,492,352 29.2

(2) 設備投資の状況

　当事業年度において実施した設備投資の総額は119,428千円（土地、無形固定資産を含む）

であり、その主なものは、荒尾・大分総合展示場建物、山鹿市賃貸アパートの新設、山鹿市

事業用土地の取得等であります。

(3) 資金調達の状況

　当社は2019年６月18日に東京証券取引所マザーズに上場し、公募増資及び第三者割当増資

により、総額173,184千円の資金調達を行いました。

(4) 財産及び損益の状況

区 分
第19期

(2016年６月期)
第20期

(2017年６月期)
第21期

(2018年６月期)

第22期
(当事業年度)
(2019年６月期)

売 上 高 (千円) 2,974,125 3,765,106 5,104,871 6,597,223

経 常 利 益 (千円) 53,906 215,936 371,333 573,754

当 期 純 利 益 (千円) 17,065 147,766 254,866 391,248

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 7.92 67.07 100.86 154.44

総 資 産 (千円) 1,565,982 2,377,725 2,872,793 3,475,130

純 資 産 (千円) 962,887 1,255,663 1,466,307 1,961,248

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 441.29 496.90 580.26 726.52

(注) １．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
２．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。
３．当社は、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。第19期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定してお
ります。
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

③ 親会社等との間の取引に関する事項

　該当事項はありません。

(6) 対処すべき課題

　住宅業界におきましては、低金利の住宅ローンや政府の住宅取得支援策等は継続しており

ますが、新設着工数は弱含みで推移しております。一方、当社の主要販売エリアである熊本

県においては新設着工数が２年連続で増加を続けるなど、熊本地震の復興に向けた動きが活

発化しております。

　しかしながら、中長期的にみると少子高齢化による世帯数の減少や品質向上による住宅の

長寿命化、多様化するライフスタイルを反映した住宅取得意識の変化などにより、新設着工

戸数は緩やかな減少傾向が継続することが予想され、企業間の競争は一段と激化すると思わ

れます。

　このような事業環境のもと、市場環境の変化や多様化するお客様のニーズにいち早く対応

し、より満足いただける戸建住宅事業を推進するために、以下の課題に取り組んでまいりま

す。

① 熊本地震における復興支援

　当社は総力を挙げて熊本地震における復興支援に貢献してまいります。低価格での平屋

の企画・販売をはじめ、二世帯住宅のご提案、立地重視のコンパクトな住まいなど、その

ニーズは多岐にわたります。建設用地のご提案を含め、迅速かつ柔軟な対応に努めてまい

ります。

② 少子高齢化による市場縮小への対応

　国立社会保障・人口問題研究所の公表する「日本の世帯数の将来推計」によると、少子

高齢化により国内の世帯数は2019年をピークに減少に転じると予想されており、人口・世

帯数の減少が今後の住宅着工戸数に大きな影響を与えると考えられます。

　このように住宅需要の減少が予測される中、当社はさらなる企業成長を図るため、従来

の熊本県北部及び福岡県大牟田市を中心とした地域展開に加え、熊本県都市部をはじめと

した熊本県全域、福岡県、佐賀県等へ営業地域の拡大に努めてまいります。また、都市部

において顧客層の拡大を図るため、都市部向け商品の販売に注力してまいります。
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③ コンプライアンス体制の強化

　当社の事業は、建築基準法をはじめ、建設業法、都市計画法、住宅の品質確保の促進等

に関する法律、建築士法、宅地建物取引業法、個人情報保護法、労働安全衛生法、消費者

契約法、景品表示法など様々な法律・法令に関わっております。当社はこれらの法令を遵

守し、法的責務を全うするため、社内規程・マニュアルの整備を適宜行うとともに、従業

員の研修・勉強会等を通じて意識の向上に努めるなど、コンプライアンス体制の強化に取

り組んでまいります。

④ 人材の確保と育成

　上記の課題を克服するために優秀な人材を継続的に確保し、育成することが重要である

と認識しております。

　今後、研修・育成の充実に取り組み、組織を構成する一人ひとりの業務に対するレベル

アップを図るとともに、当社の経営理念及び役職員の行動規範を理解した責任ある人材の

育成を行います。

⑤ 単一戸建事業からの脱皮

　今後は単一戸建事業から脱皮し、様々な暮らしを提案する「生活創造企業」として取り

組んでまいります。主に、今後も右肩上がりの成長市場として期待できる「木造非住宅市

場」へ参入し、老人ホームの建設や、投資用不動産の建設及び販売などを行うことで事業

領域の拡大に注力してまいります。

⑥ 消費増税への対応

　2019年10月に計画されている10％への消費増税に備え、お客様の多様化するニーズに対

応すべく、営業エリア拡大を行うとともに、建設用地の仕入れを強化してまいります。

(7) 主要な事業内容（2019年６月30日現在）

　当社は、熊本県及び福岡県、佐賀県を中心に、注文住宅及び建築請負の企画、設計、施

工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び不動産販売事業を行っております。

　当社は、主要顧客層を25歳から44歳の第一次取得者層に設定し、設計自由度に優れた低価

格住宅「テーラーメイドの家」と、「永く使える、変えられる」をコンセプトとし、長期優

良住宅認定制度に標準で対応した「無印良品の家」を提供しております。

　加えて、熊本市内の利便性の高い地域を中心に、1,000万円台からの都市型建売住宅「ア

イフォート」を提供しております。
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(8) 主要な営業所（2019年６月30日現在）

名 称 所 在 地

本 店 熊本県山鹿市鍋田178番地１

合志店 熊本県合志市竹迫字桜山2288番

佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北３丁目10番24号ルピナス103号

八代店 熊本県八代市上片町1675番地１

熊本南店 熊本県熊本市南区野田３丁目12番６号

荒尾店 熊本県荒尾市本井手1552番

(9) 使用人の状況（2019年６月30日現在）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

135(15)名 22名増(3名増) 31.0歳 3.6年

(注) 使用人数は就業人員であり、パート社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(10) 主要な借入先の状況（2019年６月30日現在）

　該当事項はありません。

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2019年６月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 2,699,500株

(3) 株主数 1,603名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｃ Ｓ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 1,000,000株 37.0％

瀬 口 力 340,000 12.6

瀬 口 悦 子 335,600 12.4

Ｌ ｉ ｂ Ｗ ｏ ｒ ｋ 従 業 員 持 株 会 90,900 3.4

瀬 口 瑞 恵 80,000 3.0

藤 樫 勇 気 61,500 2.3

井 手 尾 環 47,600 1.8

吉 岡 裕 之 46,800 1.7

酒 巻 英 雄 21,000 0.8

幸 の 国 木 材 工 業 株 式 会 社 15,100 0.6

(注) 自己株式は所有しておりません。
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Ⅲ．新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況

　 該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。
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Ⅳ．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 瀬 口 力

常 務 取 締 役 瀬 口 悦 子 営業部長

取 締 役 櫻 井 昭 生 管理部長

取 締 役 大 山 重 敬 建築部管掌

取 締 役 松 村 伸 也
Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社代表取締役社長
ＬＩＥＮ株式会社（現 株式会社ボディコープ）取締役

取 締 役 西 村 信 男 西村信男税理士事務所長

取 締 役 前 田 隆

株式会社トライアンド代表取締役
株式会社ポルコロッソ監査役
ＬＩＥＮ株式会社（現 株式会社ボディコープ）取締役
五洋食品産業株式会社取締役
株式会社フロンティア取締役
株式会社アクアネット広島取締役
株式会社エムビーエス取締役（監査等委員）

常 勤 監 査 役 林 田 貴 文

監 査 役 古 田 哲 朗 弁護士法人ふるた法律事務所代表弁護士

監 査 役 永 野 隆 永野公認会計士事務所長

(注) １．取締役松村伸也氏、取締役西村信男氏及び取締役前田隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役は、全員社外監査役であります。
３．監査役古田哲朗氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役永野隆氏は、公認会計士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

６．当社は、取締役松村伸也氏、取締役西村信男氏及び取締役前田隆氏並びに監査役全員を東京証券取引所並
びに福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

７．当事業年度中の取締役及び監査役の退任は次のとおりであります。

異動時の地位・担当及び
重要な兼職の状況

氏 名 退任事由 退 任 日

取締役管理部長 山崎和範 任期満了により退任 2018年９月27日

常勤社外監査役 櫻井昭生 任期満了により退任 2018年９月27日
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(2) 取締役及び監査役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

8名 106,631千円
(3名) (4,140)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

4名 11,239
(4名) (11,239)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

12名 117,870
(7名) (15,379)

(注) １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2013年６月17日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内（ただし、

使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、各取締役の報酬は、代表取締役社長に一
任のうえ決定しております。

３．監査役の報酬限度額は、2015年１月９日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただ
いております。なお、各監査役の報酬は、監査役の協議で決定しております。

４．上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額3,559千円（取締役７名に対し3,341千円（うち社外取締
役３名に対し０千円）、監査役３名に対して218千円（うち社外監査役３名に対し218千円））。

５．当事業年度末現在の人員は、取締役７名（うち、社外取締役３名）、監査役３名（うち社外監査役３名）
であります。上記支給人員と相違しているのは、2018年９月27日開催の第21期定時株主総会終結の時をも
って退任した取締役１名及び監査役１名を含んでいるためであります。

ロ．社外役員が親会社等又は子会社等から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。

(3) 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役松村伸也氏は、Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社の代表取締役社長及びＬＩＥＮ株式
会社（現 株式会社ボディコープ）取締役であります。当社と兼職先との間には特別の
関係はありません。

・取締役西村信男氏は、西村信男税理士事務所長であります。当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

・取締役前田隆氏は、株式会社トライアンドの代表取締役、株式会社ポルコロッソ監査
役、ＬＩＥＮ株式会社（現 株式会社ボディコープ）取締役、五洋食品産業株式会社取
締役、株式会社フロンティア取締役、株式会社アクアネット広島取締役及び株式会社エ
ムビーエス取締役（監査等委員）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はあ
りません。

・監査役古田哲朗氏は、弁護士法人ふるた法律事務所代表弁護士であります。当社と兼職
先との間には特別の関係はありません。

・監査役永野隆氏は、永野公認会計士事務所長であります。当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 松 村 伸 也
当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席し、投資会社の代
表取締役としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役 西 村 信 男
当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席し、税理士として
の専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。

取締役 前 田 隆
当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席し、上場制度に関
する豊富な経験と専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役 林 田 貴 文

2018年９月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会15回全
て、監査役会12回全てに出席し、取締役会の意思決定の妥当性や適
正性について適切な発言を行うとともに、常勤監査役の立場から監
査役会を主導し、監査役監査を実施しております。

監査役 古 田 哲 朗
当事業年度に開催された取締役会20回中18回、監査役会16回中13回
に出席し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っておりま
す。

監査役 永 野 隆
当事業年度に開催された取締役会20回全て、監査役会16回中13回に
出席し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っており
ます。
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Ⅴ．会計監査人の状況

(1) 名称 三優監査法人

(2) 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,200千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた
しました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、三優監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコン

フォートレターの作成業務についての対価として1,200千円支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等を評価し、職務

の執行に支障があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

又は公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合は、監査

役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としており

ます。
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Ⅵ．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 企業統治

① 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程及びその他の社内規程に従

い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。

② 取締役は取締役会の決定した職務に基づき、法令、定款、取締役会決議その他の社内

規程に従い、当社の業務を執行します。

③ 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査法人と連携して、「監査役監

査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査します。

(2) コンプライアンス

① 「Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ行動規範」を制定し、役職員はこれを遵守します。

② 全社的なコンプライアンス体制の強化・推進のため、「コンプライアンス管理規程」

を制定し、その周知徹底と遵守を図るとともに、取締役管理部長を委員長とするコン

プライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する教育・研修を実施しており

ます。

③ 「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報制度を整備しております。

(3) 財務報告の信頼性確保

　当社は、「経理規程」、「販売管理規程」、「購買管理規程」その他社内規程を整備すると

ともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守して、財務報告の信頼性を確保するための

体制の充実を図ります。

(4) 内部監査

　内部監査は、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続

及び内容の妥当性等について定期的に実施し、代表取締役社長、管掌取締役、常勤監査役

及び監査の対象となる部門の長に報告します。また、内部監査は、これにより判明した指

摘事項の改善状況について、継続して実施します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　情報の保存・管理について、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執

行に係る重要な情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ）を、関連資料ととも

に「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。

　また、情報の閲覧については、当社の取締役及び監査役がいつでもこれらの情報を閲覧す

ることができる体制を整備します。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、コンプライアンスリスク、情報セキュ

リティリスク、災害リスク、信用リスク、技術に関するリスク、その他様々なリスクを未然

に防止するため、取締役会及び経営会議に連絡・報告する体制を整備します。

　また、リスク管理規程を整備し、不測の事態に迅速に対応できる体制の構築に努めます。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会、経営会議

① 取締役会は「取締役会規程」に基づき毎月開催し、重要事項及び法定事項について意

思決定を行うとともに、各取締役からその業務執行に関する報告を３ヶ月に１回以上

受けることで、職務執行状況を監督します。

② 代表取締役社長の経営統制のための協議機関として経営会議を設置し、経営方針、そ

の他経営に関する重要事項について協議するとともに、経営情報を可能な限り共有

し、取締役の職務執行の効率性及び実効性の向上を図ります。

(2) 担当役員制

① 当社は、意思決定の迅速化と責任の明確化のため、取締役会の決定により、部門ごと

に担当役員を定めます。

② 各担当役員の権限と責任は、取締役会で決定するもののほか、職務権限規程及び業務

分掌規程により明確にし、効率的かつ透明性の高い職務の執行に努めます。

(3) 職務権限・責任の明確化

　適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規程」、「稟議規程」等、各種

社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図るものとし、自己の担当事業領

域に関する業務目標・業務改善の達成を通じて企業価値の創出・向上に努めます。業務執

行にあたって、各々の職務を遂行するに際して、自らと指揮命令関係にない他の担当役員

の担当事業領域に影響を及ぼす場合には、当該取締役と協議の上、当社にとって客観的に

最適な選択肢を追求することを原則とし、必要に応じて代表取締役社長の決定を仰ぐシス

テムを講じます。

５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項

　監査役は、使用人に監査業務に必要な事項を指示することができるものとします。使用人

は、監査役の指示のもと、自ら、あるいは、関連部門と連携して、監査の対象となる事項の

調査・分析・報告を行い、必要に応じて監査役を補助します。
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６．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役の求めに応じた使用人の設置

　監査役が取締役から独立した監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合に

は取締役はこれに応じます。

(2) 当該使用人の取締役からの独立

　監査役より、監査業務に必要な指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役の指揮

命令を受けないものとします。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 会議体への出席

　監査役は、取締役会のほか、経営会議、各種社内委員会、その他の重要会議に出席し、

取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧します。

(2) 取締役の報告義務

　取締役は、法令が定める事項のほか、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告

するものとします。

(3) 使用人による報告

　使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができます。

① 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実

② 重大な法令又は定款違反その他不正行為に関する事実

８．監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

　取締役及び使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として

保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止します。

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の

前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた場合を除き、速やか

に当該費用又は債務を処理します。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 意見聴取の実施

　監査役は、監査法人と定期的に意見交換会を開催するとともに、適宜、代表取締役社

長、取締役及び重要な使用人から業務執行の状況に関する意見聴取を実施します。
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(2) 内部監査の機能を有する部門と監査役との連携

　内部監査の機能を有する部門は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を

協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協

議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図ります。

(3) 外部専門家の起用

　監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、その他の外部専門家を独

自に起用します。

Ⅶ．業務の適正を確保するための体制の運用状況（2018年７月１日から2019年６月

30日まで）

　当社では、上記に記載した内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づ

き、以下の具体的な取り組みを行っております。

１．代表取締役社長以下取締役、監査役をメンバーとした取締役会を20回開催したほか、代表

取締役社長の経営統制のための協議機関である経営会議を12回開催し、営業状況やその他

各業務全般の執行状況の把握を行っております。

２．監査役、監査法人及び内部監査責任者は定期的な会合を持ち、情報の交換を行っておりま

す。

Ⅷ．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、剰余金の配当を行う場合、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留

保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、配当性向15％か

ら20％程度を基準として１株当たりの年間配当額を決定しております。当事業年度の年間配当

については、業績が堅調に推移し、前期を上回る増収・増益を達成できたことから、第１四半

期末配当として１株当たり５円50銭、第２四半期末配当として１株当たり６円、第３四半期末

配当として１株当たり６円となり、第４四半期末配当として１株当たり７円50銭を予定してお

ります。この結果、当事業年度の配当性向は、16.2％となる予定です。

　自己株式の取得、資本準備金の額の減少、剰余金その他の処分については、当社の財務状況

等を勘案の上、資本効率の向上を目指し、適宜、適切な対応を検討してまいります。

　なお、当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30

日、12月31日、３月31日、６月30日を基準日として、四半期配当をすることができる」旨、定

款に定めております。
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貸 借 対 照 表
（2019年６月30日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 2,997,957 流 動 負 債 1,389,994

現 金 及 び 預 金 1,263,181 工 事 未 払 金 391,922

売 掛 金 1,575 １年内償還予定社債 50,000

未 成 工 事 支 出 金 380,161 未 払 金 175,956

販 売 用 不 動 産 690,561 未 払 費 用 72,561

仕 掛 販 売 用 不 動 産 563,577 未 払 消 費 税 等 50,887

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 4,208 未 払 法 人 税 等 165,664

前 渡 金 1,000 未 成 工 事 受 入 金 395,950

前 払 費 用 54,146 前 受 金 16,000

そ の 他 39,545 預 り 金 68,832

固 定 資 産 477,173 そ の 他 2,218

有 形 固 定 資 産 352,466 固 定 負 債 123,887

建 物 149,670 資 産 除 去 債 務 4,770

構 築 物 10,206 退 職 給 付 引 当 金 2,040

車 両 運 搬 具 2,747 役員退職慰労引当金 86,459

工 具 器 具 備 品 10,915 完成工事補償引当金 30,618

土 地 127,507 負 債 合 計 1,513,882

建 設 仮 勘 定 51,418 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 15,817 株 主 資 本 1,961,248

ソ フ ト ウ エ ア 14,491 資 本 金 343,502
そ の 他 1,325 資 本 剰 余 金 226,252

投 資 そ の 他 の 資 産 108,889 資 本 準 備 金 226,252

出 資 金 100 利 益 剰 余 金 1,391,494
長 期 前 払 費 用 40,830 利 益 準 備 金 30,000

繰 延 税 金 資 産 43,907 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,361,494

そ の 他 24,551 繰 越 利 益 剰 余 金 1,361,494

貸 倒 引 当 金 △500 純 資 産 合 計 1,961,248

資 産 合 計 3,475,130 負 債 及 び 純 資 産 合 計 3,475,130

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自2018年７月１日 至2019年６月30日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 5,573,598

不 動 産 売 上 高 862,181

そ の 他 売 上 高 161,443 6,597,223

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 4,007,248

不 動 産 売 上 原 価 795,305 4,802,554

売 上 総 利 益 1,794,669

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,262,262

営 業 利 益 532,407

営 業 外 収 益

受 取 利 息 94

受 取 配 当 金 2

受 取 手 数 料 31,071

助 成 金 収 入 2,720

受 取 賠 償 金 4,967

そ の 他 7,495 46,351

営 業 外 費 用

支 払 利 息 140

社 債 利 息 147

社 債 保 証 料 149

株 式 交 付 費 4,566 5,004

経 常 利 益 573,754

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 17,379 17,379

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 322 322

税 引 前 当 期 純 利 益 590,811

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 217,447

法 人 税 等 調 整 額 △17,884 199,563

当 期 純 利 益 391,248

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自2018年７月１日 至2019年６月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 256,909 139,659 139,659 30,000 1,039,738 1,069,738 1,466,307 1,466,307

事 業 年 度 中 の
変 動 額

新 株 の 発 行 86,592 86,592 86,592 173,184 173,184

剰余金の配当 　 　 　 　 △69,492 △69,492 △69,492 △69,492

当 期 純 利 益 　 　 　 　 391,248 391,248 391,248 391,248

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

86,592 86,592 86,592 － 321,756 321,756 494,940 494,940

当 期 末 残 高 343,502 226,252 226,252 30,000 1,361,494 1,391,494 1,961,248 1,961,248

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 未成工事支出金、販売用不動産、仕掛販売用不動産

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

② 原材料及び貯蔵品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ５年～50年

構築物 ５年～20年

車両運搬具 ２年～６年

工具器具備品 ３年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(4) 繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年08月26日 17時01分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

② 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上してお

ります。

③ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき当事業年度末における要支給総額

を計上しております。

④ 完成工事補償引当金

　建築物の瑕疵による損失及び補償サービス費用を補填するため、過去の完成工事に係る

補修費等の実績を基準として算定した発生見込額を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価

　工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工事で当事業年度末ま

での進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を適用しております。

(7) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当

事業年度の費用として処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

　貸借対照表

　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に

伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年

３月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法

に変更いたしました。

　 この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前事

業年度20,325千円）は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」

43,907千円に含めて表示しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　宅地建物取引業法に定める手付金等の保全措置として西日本住宅産業信用保証株式会社に

対して保証基金に充てるため、以下の資産を担保に供しております。

定期預金 50,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 156,083千円

(3) 保証債務

　住宅ローン利用者に対する金融機関の融資について保証を行っております。（住宅ローン

実行までの金融機関からのつなぎ融資に対する保証）

住宅ローン利用者に対する保証 122,821千円

計 122,821千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,699,500株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基準日 効力発生日

2018年９月27日
定時株主総会

普通株式 25,270千円 10円
2018年
６月30日

2018年
９月28日

2018年11月13日
取締役会

普通株式 13,898千円 5.5円
2018年
9月30日

2018年
12月10日

2019年２月８日
取締役会

普通株式 15,162千円 6円
2018年
12月31日

2019年
３月８日

2019年５月10日
取締役会

普通株式 15,162千円 6円
2019年
３月31日

2019年
６月10日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総 額

１株当たり
配 当 額

基準日 効力発生日

2019年８月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 20,246千円 7.5 円
2019年
６月30日

2019年
９月27日

― 22 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年08月26日 17時01分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 8,359千円

棚卸資産評価減 4,009千円

未払賞与 17,541千円

資産除去債務 1,452千円

完成工事補償引当金 9,326千円

退職給付引当金 621千円

役員退職慰労引当金 26,335千円

減損損失 2,006千円

その他 3,823千円

繰延税金資産小計 73,476千円

評価性引当額 △28,494千円

繰延税金資産合計 44,982千円

繰延税金負債

　資産除去債務に対応する除去費用 1,075千円

　繰延税金負債小計 1,075千円

繰延税金資産純額 43,907千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳

法定実効税率 30.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割 0.3％

留保金課税 4.7％

所得拡大促進税制による税額控除 △2.5％

評価性引当額の増減 0.1％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.8％

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両及び通信事務機器等の一部については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年６月30

日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　営業取引に係る運転資金や設備投資の資金については、原則として自己資本を充当して

おりますが、多額の資金を要する投資等については銀行借入や社債発行により資金を調達

する方針であります。余資は今後の事業投資に備え、主に安全性の高い金融資産で運用し

ております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これに対しては、

当社の与信管理方針に沿ってリスク低減を図り、定期的なモニタリングを実施しておりま

す。

　営業債務である工事未払金及び未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　当事業年度の末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 1,263,181 1,263,181 －

(2) 売 掛 金 1,575 1,575 －

(3) 工 事 未 払 金 (391,922) (391,922) －

(4) 未 払 金 (175,956) (175,956) －

(5) 社 債 (50,000) (50,058) (58)

(※) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。

(3) 工事未払金、(4) 未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。

(5) 社債
　時価については、元利金の合計額を同様の新規社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定する方法によっております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 726円52銭

(2) １株当たり当期純利益 154円44銭
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９．重要な後発事象に関する注記

従業員向け株式交付信託の導入

（１）概要

当社は、2019年８月９日開催の取締役会において、当社従業員（以下、「従業員」と

いいます。）の当社業績や当社株式価値への意識を高めることにより、業績向上を目指

した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とし

て、「従業員向け株式交付信託」（以下「本信託」）の導入を決議いたしました。

① 委託者 ：当社

② 受託者 ：三井住友信託銀行株式会社
　（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

③ 受益者 ：従業員のうち受益者要件を満たす者

④ 信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

⑤ 信託契約日 ：2019年８月20日（予定）

⑥ 信託の期間 ：2019年８月20日～2022年８月末日（予定）

（２）本信託による当社株式取得の内容

① 取得する株式の種類 ：当社の普通株式

② 株式の取得資金として信託する金額 ：48,000千円

③ 株式取得時期 ：2019年８月20日～2019年12月30日（予定）

④ 株式取得方法 ：取引所市場における取引
　（立会外取引を含む）からの取得
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年８月９日

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ

取締役会 御中
三 優 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大神 匡 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 堤 剣吾 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋの2018年７月１日から

2019年６月30日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及

びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類

及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年７月１日から2019年６月30日までの第22期事業年度の取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な店舗において業務及び財産

の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制

の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲

げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年８月22日

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 監査役会

常勤監査役
(社外監査役)

林 田 貴 文 ㊞

監 査 役
(社外監査役)

古 田 哲 朗 ㊞

監 査 役
(社外監査役)

永 野 隆 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業

内容を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

　

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理 １．建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理

２．不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 ２．不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理

３．不動産の投資及び再生事業 ３．不動産の投資及び再生事業

４．ホテル・旅館等の宿泊施設の経営 ４．ホテル・旅館等の宿泊施設の経営

５．国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 ５．国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

６．企業及びベンチャービジネスへの投資 ６．企業及びベンチャービジネスへの投資

７．不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事
業

７．不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業

８．土木工事業 ８．土木工事業

９．広告代理店業 ９．広告代理店業

１０．火災保険代理店業 １０．火災保険代理店業

１１．損害保険代理店業 １１．損害保険代理店業

１２．生命保険代理店業 １２．生命保険代理店業

１３．介護保険法に基づく各種事業 １３．介護保険法に基づく各種事業

１４．老人ホーム、通所介護（デイサービス）施設、
介護予防通所介護施設、短期入所生活介護（シ
ョートステイ）施設、介護予防短期入所生活介
護施設、リハビリテーション及びトレーニング
施設等の経営

１４．老人ホーム、通所介護（デイサービス）施設、介
護予防通所介護施設、短期入所生活介護（ショ
ートステイ）施設、介護予防短期入所生活介護
施設、リハビリテーション及びトレーニング施
設等の経営

１５．ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発の
ための教育事業

１５．ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発のた
めの教育事業

１６．老人用住宅の賃貸及び管理運営 １６．老人用住宅の賃貸及び管理運営

１７．食事の配送及び家事の援助 １７．食事の配送及び家事の援助

１８．医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の
販売並びにレンタル

１８．医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の販
売並びにレンタル

（新設） １９．有料職業紹介事業

（新設） ２０．労働者派遣事業

（新設） ２１．各種会員制ビジネスの企画・運営

（新設） ２２．自然エネルギー等による発電事業およびその管
理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する
事業

１９．上記各号に附帯する一切の業務及びコンサルテ
ィング業務

２３．上記各号に附帯する一切の業務及びコンサルティ
ング業務
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第２号議案 取締役７名選任の件

　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

１

せ ぐち ちから

瀬 口 力

(1973年12月14日)

1997年８月 当社入社

340,000株当社取締役

1999年２月 当社代表取締役社長（現任）

２
瀬
せ

　口
ぐち

　悦
えつ

　子
こ

(1953年12月２日)

1997年８月 当社常務取締役（現任）

335,600株営業部長（現任）

2014年９月 建築部管掌

３
大
おお

　山
やま

　重
しげ

　敬
たか

(1956年９月22日)

1997年８月 当社入社

3,600株
当社建築部長

2017年９月 取締役建築部長

2018年４月 取締役建築部管掌（現任）

４

さくら い あき お

櫻 井 昭 生

(1952年２月21日)

1976年４月 ソニー株式会社入社

－株

2004年４月 同社ＩＴ関連事業所常勤監査役

2006年12月 同社海外デバイス製造事業所

取締役

2008年12月 同社国内デバイス製造事業所

内部監査部長

2013年５月 当社常勤社外監査役

2018年９月 当社取締役管理部長（現任）

５
松
まつ

　村
むら

　伸
しん

　也
や

(1978年４月28日)

2001年４月 日本アジア投資株式会社入社

－株

2009年10月 同社企業開発チームゼネラルマネ

ージャー

2013年５月 Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社設立

代表取締役社長（現任）

2013年６月 当社社外取締役（現任）

2018年３月 ＬＩＥＮ株式会社（現 株式会社

ボディコープ）取締役（現任)

６
西
にし

　村
むら

　信
のぶ

　男
お

(1973年６月22日)

2000年４月 岩本俊雄税理士事務所入所

12,000株2005年７月 西村信男税理士事務所長（現任)

2015年１月 当社社外取締役（現任）
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

７

まえ だ たかし

前 田 隆

(1972年５月19日)

1996年７月 伊藤博税理士事務所（現 伊藤隆

啓税理士事務所）入所

－株

2000年４月 株式会社ディー・ブレイン九州

（現株式会社グロースアシスト）

入社

2001年６月 同社取締役コンサルティング部長

2009年８月 同社代表取締役

2009年10月 株式会社ポルコロッソ監査役（現

任）

2012年８月 株式会社エムビーエス監査役

2014年６月 ＬＩＥＮ株式会社（現 株式会社

ボディコープ）取締役（現任)

2014年９月 株式会社トライアンド設立

代表取締役（現任）

2015年５月 五洋食品産業株式会社取締役（現

任）

2016年２月 株式会社フロンティア取締役（現

任）

2016年６月 株式会社アクアネット広島取締役

（現任）

2016年８月 株式会社エムビーエス取締役（監

査等委員）（現任）

2017年９月 当社社外取締役（現任）

(注) １．瀬口力氏及び瀬口悦子氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
２．瀬口悦子氏は、瀬口力氏の実母です。
３．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
４．松村伸也氏、西村信男氏及び前田隆氏は、社外取締役候補者であります。
５．(1) 松村伸也氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

投資会社のベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等に
ついて専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考え社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

(2) 西村信男氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計に精通し、様々な企業の顧問を務
めており、企業経営に対する機微を有していることから適任であると考え社外取締役として選任をお
願いするものであります。
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(3) 前田隆氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
長年経営コンサルタントとして活躍され、会社経営に関する豊富な見識と経験を有しており、独立し
た立場から取締役等の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待でき
ると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

６．松村伸也氏、西村信男氏及び前田隆氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもってそれぞ
れ６年４ヶ月、４年９ヶ月、２年となります。

７．当社は、松村伸也氏、西村信男氏及び前田隆氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としており、松村伸也氏、西村信男氏、前田隆氏の
再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、松村伸也氏、西村信男氏及び前田隆氏を東京証券取引所並びに福岡証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出ております。松村伸也氏、西村信男氏、前田隆氏の再任が承認された場合は、当社は
引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

以 上
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３

西消防署 肥後銀行

河原町電停

商工会議所商工会議所

長六橋

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

呉服町
　電停

泰平橋
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バス停

祇園橋
バス停
祇園橋
バス停

祇園橋
電停

至
熊
本
駅

株主総会会場ご案内図

■ 会 場 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ２階 平安の間

熊本市中央区東阿弥陀寺町２番地 [TEL 096-354-2111]

■ 交 通 バスをご利用の場合…「祇園橋」下車、徒歩約２分

・ＪＲ熊本駅白川口(東口)より、熊本交通センター方面行バス乗車 約３分

・熊本交通センターより、熊本駅方面行バス乗車 約６分

熊本市電をご利用の場合…「祇園橋」下車、徒歩約２分

熊本空港よりお越しの場合…空港リムジンバスで約50分、「ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル熊本ニュースカイ」下車

▶お願い：当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
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